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自動車損害賠償責任共済規程等の一部変更 

 

（１）変更理由 

 

  自動車損害賠償責任共済・保険（以下、「自賠責共済」という。）の引受・契約管理における業界共同システム「One-JIBAI」の導入

に伴い、自賠責共済に関する非対面での手続きや自賠責共済証明書のPDFデータ交付等が実現している。 

これら実現後の実務にあわせた規定の明確化等、現行実務との整合等を図るため、全国共済農業協同組合連合会（全共連）及び農

業協同組合（農協）並びに全国自動車共済協同組合連合会（全自共）及び自動車共済協同組合の共済規程並びに全国労働者共済生活

協同組合連合会（全労済）の共済事業規約の変更が必要となる。 

 

 

（２）変更内容 

 

  ① 現行実務との整合を図るための所要の変更 

自賠責共済に関する非対面での手続きや自賠責共済証明書のPDFデータ交付等が実現した後の実務にあわせた規定の明確化等、

現行実務との整合を図るため、所要の変更を行う。 

 

  ② その他 

「自動車損害賠償保障法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部を

改正する省令」が令和７年12月に施行され、組合・保険会社の間に発生する請求関係書類の電子化が可能となる法整備が行われた

ことに伴い、所要の変更を行う。 
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次のとおり、全国共済農業協同組合連合会共済規程を一部変更する。 

共済規程変更条文新旧対照表 

（下線部分は変更部分） 

改      正      後 改      正      前 

 

第４章 自動車損害賠償責任共済に関する事項 

 

（共済金等の支払）  

第17条 この会は、共済契約者又は被共済者が第３条に規定する損害賠償責

任を負ったことによる損害又はその原因となるべき事実が発生したことを

知ったときは、共済契約者又は被共済者に対し、次のことを遅滞なく、こ

の会に通知させる。  

（１） 〔略〕 

（２）被共済自動車が、道路運送車両法（昭和26年法律第185号）第41条に

規定する自動運行装置を備えているときは、当該装置の作動状況 

（３）第１号に掲げる事項について証人となる者がある場合は、その者の氏

名及び住所  

（４） 〔略〕 

２ この会は、前項の事項のほか、この会が特に必要とする書類又は証拠と

なるものを共済契約者又は被共済者に対し、この会に提出させることがで

 

第４章 自動車損害賠償責任共済に関する事項 

 

（共済金等の支払）  

第17条 この会は、共済契約者又は被共済者が第３条に規定する損害賠償責

任を負ったことによる損害又はその原因となるべき事実が発生したことを

知ったときは、共済契約者又は被共済者に対し、次のことを遅滞なく、書

面でこの会に通知させる。  

（１） 〔略〕 

 

 

（２）前号に掲げる事項について証人となる者がある場合は、その者の氏名

及び住所  

（３） 〔略〕 

２ この会は、前項の書類のほか、この会が特に必要とする書類又は証拠と

なるものを共済契約者又は被共済者に対し、この会に提出させることがで
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改      正      後 改      正      前 

きる。 

３ 被共済者が共済契約に基づいて損害のてん補を受けようとするときは、

共済金支払請求書に損害賠償金の支払を証明する書類又は証拠その他この

会が必要とする書類又は証拠を添え、これをこの会に提出させる。 

９ この会は、令第12条において準用する令第３条に規定する書面により被

害者から損害賠償の請求を受けた場合（民間事業者等が行う書面の保存等

における情報通信の技術の利用に関する法律（平成16年法律第149号）第

６条及び自動車損害賠償保障法に係る民間事業者等が行う書面の保存等に

おける情報通信の技術の利用に関する法律施行規則（令和５年国土交通省

令第７号）第10条第２項の規定に基づき電磁的方法により請求を受けた場

合を含む。）は、遅滞なく、法第23条の３において準用する法第16条の４

第１項に規定する書面を被害者に交付する。 

16 この会は、令第12条において準用する令第６条に規定する書面により、

被害者から法第23条の３において準用する法第17条第１項に規定する仮渡

金（以下この条において「仮渡金」という。）の支払の請求を受けたとき

は、遅滞なく、請求に係る金額を支払う。 

 

（災害等による特別措置）  

きる。 

３ 被共済者が共済契約に基づいて損害のてん補を受けようとするときは、

共済金支払請求書に損害賠償金の支払を証明する書類その他この会が必要

とする書類を添え、これをこの会に提出させる。 

９ この会は、令第12条において準用する令第３条に規定する書類により被

害者から損害賠償の請求を受けた場合は、遅滞なく、法第23条の３におい

て準用する法第16条の４第１項に規定する書面を被害者に交付する。 

 

 

 

 

 

16 この会は、令第12条において準用する令第６条に規定する書類により、

被害者から法第23条の３において準用する法第17条第１項に規定する仮渡

金（以下この条において「仮渡金」という。）の支払の請求を受けたとき

は、遅滞なく、請求に係る金額を支払う。 

 

（災害等による特別措置）  
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改      正      後 改      正      前 

第21条 この会は、第８条、第10条及び第11条の規定にかかわらず、災害等

に伴い、道路運送車両法第61条の２の規定により自動車検査証の有効期間

の伸長が行われた場合には、共済契約締結の手続及び共済掛金の収納につ

いて、この会が定めた特別措置を適用することができる。 

第21条 この会は、第８条、第10条及び第11条の規定にかかわらず、災害等

に伴い、道路運送車両法（昭和26年法律第185号）第61条の２の規定によ

り自動車検査証の有効期間の伸長が行われた場合には、共済契約締結の手

続及び共済掛金の収納について、この会が定めた特別措置を適用すること

ができる。 
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次のとおり、農業協同組合共済規程を一部変更する。 

共済規程変更条文新旧対照表 

（下線部分は変更部分） 

改      正      後 改      正      前 

 

第４章 自動車損害賠償責任共済に関する事項 

 

（共済金等の支払） 

第16条 この組合は、共済契約者又は被共済者が第３条に規定する損害賠償

責任を負ったことによる損害又はその原因となるべき事実が発生したこと

を知ったときは、共済契約者又は被共済者に対し、次のことを遅滞なく、

この組合に通知させる。 

（１） 〔略〕 

（２）被共済自動車が、道路運送車両法（昭和26年法律第185号）第41条に

規定する自動運行装置を備えているときは、当該装置の作動状況 

（３）第１号に掲げる事項について証人となる者がある場合は、その者の氏

名及び住所 

（４） 〔略〕 

２ この組合は、前項の事項のほか、この組合が特に必要とする書類又は証

拠となるものを共済契約者又は被共済者に対し、この組合に提出させるこ

 

第４章 自動車損害賠償責任共済に関する事項 

 

（共済金等の支払） 

第16条 この組合は、共済契約者又は被共済者が第３条に規定する損害賠償

責任を負ったことによる損害又はその原因となるべき事実が発生したこと

を知ったときは、共済契約者又は被共済者に対し、次のことを遅滞なく、

書面でこの組合に通知させる。 

（１） 〔略〕 

 

 

（２）前号に掲げる事項について証人となる者がある場合は、その者の氏名

及び住所 

（３） 〔略〕 

２ この組合は、前項の書類のほか、この組合が特に必要とする書類又は証

拠となるものを共済契約者又は被共済者に対し、この組合に提出させるこ
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改      正      後 改      正      前 

とができる。 

３ 被共済者が共済契約に基づいて損害のてん補を受けようとするときは、

共済金支払請求書に損害賠償金の支払を証明する書類又は証拠その他この

組合が必要とする書類又は証拠を添え、これをこの組合に提出させる。 

９ この組合は、令第12条において準用する令第３条に規定する書面により

被害者から損害賠償の請求を受けた場合（民間事業者等が行う書面の保存

等における情報通信の技術の利用に関する法律（平成16年法律第149号）

第６条及び自動車損害賠償保障法に係る民間事業者等が行う書面の保存等

における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則（令和５年国土交通

省令第７号）第10条第２項の規定に基づき電磁的方法により請求を受けた

場合を含む。）は、遅滞なく、法第23条の３において準用する法第16条の

４第１項に規定する書面を被害者に交付する。 

16 この組合は、令第12条において準用する令第６条に規定する書面により

、被害者から法第23条の３において準用する法第17条第１項に規定する仮

渡金（以下この条において「仮渡金」という。）の支払の請求を受けたと

きは、遅滞なく、請求に係る金額を支払う。 

 

（災害等による特別措置） 

とができる。 

３ 被共済者が共済契約に基づいて損害のてん補を受けようとするときは、

共済金支払請求書に損害賠償金の支払を証明する書類その他この組合が必

要とする書類を添え、これをこの組合に提出させる。 

９ この組合は、令第12条において準用する令第３条に規定する書類により

被害者から損害賠償の請求を受けた場合は、遅滞なく、法第23条の３にお

いて準用する法第16条の４第１項に規定する書面を被害者に交付する。 

 

 

 

 

 

16 この組合は、令第12条において準用する令第６条に規定する書類により

、被害者から法第23条の３において準用する法第17条第１項に規定する仮

渡金（以下この条において「仮渡金」という。）の支払の請求を受けたと

きは、遅滞なく、請求に係る金額を支払う。 

 

（災害等による特別措置） 
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改      正      後 改      正      前 

第20条 この組合は、第８条、第10条及び第11条の規定にかかわらず、災害

等に伴い、道路運送車両法第61条の２の規定により自動車検査証の有効期

間の伸長が行われた場合には、共済契約締結の手続及び共済掛金の収納に

ついて、全国共済連が定めた特別措置を適用することができる。 

第20条 この組合は、第８条、第10条及び第11条の規定にかかわらず、災害

等に伴い、道路運送車両法（昭和26年法律第185号）第61条の２の規定に

より自動車検査証の有効期間の伸長が行われた場合には、共済契約締結の

手続及び共済掛金の収納について、全国共済連が定めた特別措置を適用す

ることができる。 
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次のとおり、全国共済農業協同組合連合会 自動車損害賠償責任共済約款を変更する。 

自動車損害賠償責任共済約款変更条文新旧対照表 

（下線部分は変更部分） 

改      正      後 改      正      前 

第６条 ［事故の発生］ 

（１）共済契約者または被共済者は、第２条［共済責任の範囲］の損害ま

たはその原因となるべき事実が発生したことを知った場合には、遅滞

なく、次の事項を組合に通知しなければなりません。 

① 

～   〔略〕 

④ 

⑤ 損害賠償の請求を受けた場合はその内容 

 

（４）共済契約者または被共済者は、第２条の損害またはその原因となる

べき事実が発生したことを知った場合において、第２条の損害にかか

る訴訟を提起し、または提起されたときは、遅滞なく、その内容を書

面または組合の指定する電磁的方法により組合に通知しなければなり

ません。 

 

第13条 ［告知義務および告知義務違反による解除］ 

第６条 ［事故の発生］ 

（１）共済契約者または被共済者は、第２条［共済責任の範囲］の損害ま

たはその原因となるべき事実が発生したことを知った場合には、遅滞

なく、次の事項を書面で組合に通知しなければなりません。 

① 

～   〔略〕 

④ 

⑤ 損害賠償の請求を受けた場合または第２条の損害にかかる訴訟を

提起し、もしくは提起された場合はその内容 

 

 

 

 

 

 

第13条 ［告知義務および告知義務違反による解除］ 
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改      正      後 改      正      前 

（３）（２）本文の規定は、組合が共済契約者または被共済者の書面また

は組合の指定する電磁的方法による申出を受けて共済証明書の記載を

訂正した場合、組合が解除の原因があることを知った時から１か月を

経過した場合または共済契約の成立後５年を経過した場合には、これ

を適用しません。 

（７）共済契約者は、（２）の規定により共済契約が解除された場合には

、被共済自動車が検査対象外軽自動車（道路運送車両法第58条第１項

に規定する検査対象外軽自動車をいいます。以下同じ。）または原動

機付自転車以外の自動車であるときは共済証明書を、検査対象外軽自

動車または原動機付自転車であるときは共済証明書および共済標章を

組合に返納または破棄しなければなりません。 

 

第16条 ［組合または共済契約者による解除］ 

（１）共済契約者は、（２）に規定する場合のほか、被共済自動車が次の

いずれかに該当する場合に限り、組合に対する書面または組合の指定

する電磁的方法による通知をもって、共済契約を解除することができ

ます。 

 

（３）（２）本文の規定は、組合が共済契約者または被共済者の申出によ

り共済証明書の記載を訂正した場合、組合が解除の原因があることを

知った時から１か月を経過した場合または共済契約の成立後５年を経

過した場合には、これを適用しません。 

 

（７）共済契約者は、（２）の規定により共済契約が解除された場合には

、被共済自動車が検査対象外軽自動車（道路運送車両法第58条第１項

に規定する検査対象外軽自動車をいいます。以下同じ。）または原動

機付自転車以外の自動車であるときは共済証明書を、検査対象外軽自

動車または原動機付自転車であるときは共済証明書および共済標章を

組合に返納しなければなりません。 

 

第16条 ［組合または共済契約者による解除］ 

（１）共済契約者は、（２）に規定する場合のほか、被共済自動車が次の

いずれかに該当する場合に限り、組合に対する書面による通知をもっ

て、共済契約を解除することができます。 
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改      正      後 改      正      前 

① 
～   〔略〕 

⑦ 

（２）次のいずれかに該当する場合には、組合は共済契約者に対する書面

による通知をもって、共済契約者は組合に対する書面または組合の指

定する電磁的方法による通知をもって、それぞれ共済契約を解除する

ことができます。 

①   〔略〕 

②   〔略〕 

 

第18条 ［共済証明書等の再交付］ 

（１）組合は、次の場合に共済証明書を共済契約者に再交付します。 

① 共済契約者から損傷もしくは識別困難となった共済証明書の提出

またはその証拠の提出があった場合 

② 共済契約者から共済証明書につき、盗難、焼失、滅失等があった

ことの証拠の提出があった場合 

（２）組合は、次の場合に共済標章を共済契約者に再交付します。この場

合には、共済契約者は、共済証明書を提示しなければなりません。 

① 

～   〔略〕 

⑦ 

（２）次のいずれかに該当する場合には、組合は共済契約者に対する書面

による通知をもって、共済契約者は組合に対する書面による通知をも

って、それぞれ共済契約を解除することができます。 

 

①   〔略〕 

②   〔略〕 

 

第18条 ［共済証明書等の再交付］ 

（１）組合は、次の場合に共済証明書を共済契約者に再交付します。 

① 共済契約者から損傷または識別困難となった共済証明書の提出が

あった場合 

② 共済契約者から共済証明書につき、盗難、焼失、滅失等があった

ことを証する書類の提出があった場合 

（２）組合は、次の場合に共済標章を共済契約者に再交付します。この場

合には、共済契約者は、共済証明書を提示しなければなりません。 
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改      正      後 改      正      前 

① 共済契約者から損傷もしくは識別困難となった共済標章の提出ま

たはその証拠の提出があった場合 

② 共済契約者から共済標章につき、盗難、焼失、滅失等があったこ

との証拠の提出があった場合 

 

第20条 ［共済契約者の権利義務の承継］ 

被共済自動車が譲渡された場合に、譲渡人および譲受人が、被共済

自動車にかかる共済契約による権利義務を譲受人が承継する旨を組合

に通知したときは、被共済自動車が譲渡された時に、その承継につい

て組合の承認があったものとみなします。 

① 共済契約者から損傷または識別困難となった共済標章の提出があ

った場合 

② 共済契約者から共済標章につき、盗難、焼失、滅失等があったこ

とを証する書類の提出があった場合 

 

第20条 ［共済契約者の権利義務の承継］ 

被共済自動車が譲渡された場合に、譲渡人および譲受人が、被共済

自動車にかかる共済契約による権利義務を譲受人が承継する旨を書面

により組合に通知したときは、被共済自動車が譲渡された時に、その

承継について組合の承認があったものとみなします。 
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次のとおり、全国自動車共済協同組合連合会共済規程を一部変更する。 

共済規程変更条文新旧対照表 
（下線部分は変更部分） 

改 正 後 改 正 前 

 

（共済金等の支払手続） 

第 19 条 共済契約者または被共済者は、事故が発生したことを知ったとき

は、次の各号の事項を遅滞なく、本会に通知しなければならない。 

（１）事故発生の日時、場所、その状況、被害者の住所、氏名、年齢および 

職業 

（２）被共済自動車が、道路運送車両法第 41 条に規定する自動運行装置

（以下「自動運行装置」という。）を備えているときは、当該装置の作

動状況 

（３）第１号に掲げる事項について証人となる者があるときは、その住所お

よび氏名 

（４）損害賠償の請求を受けたときまたは第 15 条第１項の損害に係る訴訟

を提起しようとするとき、もしくは提起されたときはその内容 

２ 共済契約者または被共済者は、事故が発生した場合において、本会が特

に必要とする書類または証拠となるべきものの提出を求めたときは、遅滞

なく、これを本会に提出しなければならない。 

３ 被共済者が共済契約に基づいて共済金の支払を請求する場合は、次の書

類または証拠のうち、本会が求めるものを本会に提出しなければならな

い。 

（１）共済金請求書 

（２）印鑑証明書等、共済金の請求者が本人であることの証明資料 

（３）公の機関が発行する交通事故証明書 

（４）事故発生状況報告書 

（５）死亡に関して支払われる共済金の請求に関しては、死亡診断書、逸

失利益の算定の基礎となる収入の額を証明する書類、その他損害賠償

請求権者に対して支払った損害賠償金の算出根拠を証明する書類およ

び戸籍 

（６）後遺障害に関して支払われる共済金の請求に関しては、後遺障害診

断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を証明する書類およびそ

の他損害賠償請求権者に対して支払った損害賠償金の算出根拠を証明

する書類 

 

（共済金等の支払手続） 

第 19 条 共済契約者または被共済者は、事故が発生したことを知ったとき

は、次の各号の事項を遅滞なく書面で本会に通知しなければならない。 

（１）事故発生の日時、場所、その状況、被害者の住所、氏名、年齢および

職業 

 

 

  

（２）前号に掲げる事項について証人となる者があるときは、その住所およ

び氏名 

（３）損害賠償の請求を受けたときまたは第 15 条第１項の損害に係る訴訟

を提起しようとするとき、もしくは提起されたときはその内容 

２ 共済契約者または被共済者は、事故が発生した場合において、本会が特

に必要とする書類または証拠となるべきものの提出を求めたときは、遅滞

なく、これを本会に提出しなければならない。 

３ 被共済者が共済契約に基づいて共済金の支払を請求する場合は、次の書

類または証拠のうち、本会が求めるものを本会に提出しなければならな

い。 

（１）共済金請求書 

（２）印鑑証明書等、共済金の請求者が本人であることの証明資料 

（３）公の機関が発行する交通事故証明書 

（４）事故発生状況報告書 

（５）死亡に関して支払われる共済金の請求に関しては、死亡診断書、逸

失利益の算定の基礎となる収入の額を証明する書類、その他損害賠償

請求権者に対して支払った損害賠償金の算出根拠を証明する書類およ

び戸籍 

（６）後遺障害に関して支払われる共済金の請求に関しては、後遺障害診

断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を証明する書類およびそ

の他損害賠償請求権者に対して支払った損害賠償金の算出根拠を証明

する書類 
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（７）傷害に関して支払われる共済金の請求に関しては、診断書、診療

（調剤）報酬明細書もしくはそれに類する領収書、休業損害の額、通

院費の額を証明する書類およびその他損害賠償請求権者に対して支払

った損害賠償金の算出根拠を証明する書類 

（８）被共済者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責

任の額を示す示談書および損害賠償金の支払があったことを証明する

書類 

４ 本会は、事故の内容、損害の額、自動運行装置の作動状況等に応じ、共

済契約者または被共済者に対して、前項に掲げるもの以外の書類もしくは

証拠の提出または本会が行う調査への協力を求めることがある。この場合

には、本会が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしな

ければならない。 

５ 被害者は、損害賠償額の支払の請求をしようとするときは、令第 12 条に

おいて準用する令第３条第１項に規定する書面に同条第２項に規定する書

類を添付して、これを本会に提出しなければならない。なお、民間事業者

等が令第 12 条において準用する令第３条第１項に規定する書面に同条第２

項に規定する書類を添付して本会に提出することで、損害賠償額の支払の

請求をしようとするときは、民間事業者等が行う書面の保存等における情

報通信の技術の利用に関する法律（平成 16 年法律第 149 号）第６条および

自動車損害賠償保障法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情

報通信の技術の利用に関する法律施行規則（令和５年国土交通省令第７

号）第 10 条第２項の規定に基づき電磁的記録による提出も可能とする。 

６ 被害者は、仮渡金の支払の請求をしようとするときは、令第 12 条におい

て準用する令第６条において準用する令第３条第１項に規定する書面（同

項第６号の算出基礎に係る部分を除く。）に同条第２項第１号および第２

号の書類を添付して、これを本会に提出しなければならない。 

７ 被害者は、令第 12 条において準用する令第８条に規定する請求をしよう

とするときは、前２項の規定にかかわらず、令第 12 条において準用する令

第３条第２項（令第６条において準用する場合を含む。）第１号および第

２号の書類の添付を要しない。 

８ 本会は、第３項、第５項および第６項の場合に、特に必要があると認め

るときは、共済金等の支払を請求した者に対し、本会の指定する医師の診

断書の提出を求めることができる。この場合において、必要な費用は、本

会の負担とする。 

９ 本会は、被共済者が第３項の手続を完了した日（以下この条において

（７）傷害に関して支払われる共済金の請求に関しては、診断書、診療

（調剤）報酬明細書もしくはそれに類する領収書、休業損害の額、通

院費の額を証明する書類およびその他損害賠償請求権者に対して支払

った損害賠償金の算出根拠を証明する書類 

（８）被共済者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責

任の額を示す示談書および損害賠償金の支払があったことを証明する

書類 

４ 本会は、事故の内容、損害の額等に応じ、共済契約者または被共済者に

対して、前項に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または本会が行

う調査への協力を求めることがある。この場合には、本会が求めた書類ま

たは証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければならない。 

 

５ 被害者は、損害賠償額の支払の請求をしようとするときは、令第 12 条に

おいて準用する令第３条第１項に規定する書面に同条第２項に規定する書

類を添付して、これを本会に提出しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

６ 被害者は、仮渡金の支払の請求をしようとするときは、令第 12 条におい

て準用する令第６条において準用する令第３条第１項に規定する書面（同

項第６号の算出基礎に係る部分を除く。）に同条第２項第１号および第２

号の書類を添付して、これを本会に提出しなければならない。 

７ 被害者は、令第 12 条において準用する令第８条に規定する請求をしよう

とするときは、前２項の規定にかかわらず、令第 12 条において準用する令

第３条第２項（令第６条において準用する場合を含む。）第１号および第

２号の書類の添付を要しない。 

８ 本会は、第３項、第５項および第６項の場合に、特に必要があると認め

るときは、共済金等の支払を請求した者に対し、本会の指定する医師の診

断書の提出を求めることができる。この場合において、必要な費用は、本

会の負担とする。 

９ 本会は、被共済者が第３項の手続を完了した日（以下この条において
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「請求完了日」という。）からその日を含めて 30 日以内に、本会が共済金

を支払うために必要な次の事項の確認を終え、共済金を支払うものとす

る。 

（１）共済金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原

因、事故発生の状況、損害発生の有無および被共済者に該当する事実 

（２）共済金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、共済

金が支払われない事由としてこの共済契約において定める事由に該当

する事実の有無 

（３）共済金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額、事故

と損害との関係、治療の経過および内容 

（４）共済契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この共済契約に

おいて定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の

有無 

（５）前各号のほか、損害について被共済者が有する損害賠償請求権その

他の債権およびすでに取得したものの有無および内容等、本会が支払

うべき共済金の額を確定するために確認が必要な事項 

10 前項の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場

合には、同項の規定にかかわらず、本会は、請求完了日からその日を含め

て次の各号に掲げる日数（複数に該当するときは、そのうち最長の日数）

を経過する日までに、共済金を支払う。この場合において、本会は、確認

が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被共済者に対して通知す

るものとする。 

（１）前項第１号から第４号までの事項を確認するための、警察、検察、

消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会（弁護士法に基づ

く照会その他法令に基づく照会を含む。） 180 日 

（２）前項第１号から第４号までの事項を確認するための、医療機関、検

査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90 日 

（３）前項第３号の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認す

るための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関によ

る審査等の結果の照会 120 日 

（４）災害救助法が適用された災害の被災地域における前項各号の事項の

確認のための調査 60 日 

（５）前項各号の事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段

がない場合の日本国外における調査 180 日 

11 前２項に掲げる必要な事項の確認に際し、共済契約者または被共済者が

「請求完了日」という。）からその日を含めて 30 日以内に、本会が共済金

を支払うために必要な次の事項の確認を終え、共済金を支払うものとす

る。 

（１）共済金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原

因、事故発生の状況、損害発生の有無および被共済者に該当する事実 

（２）共済金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、共済

金が支払われない事由としてこの共済契約において定める事由に該当

する事実の有無 

（３）共済金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額、事故

と損害との関係、治療の経過および内容 

（４）共済契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この共済契約に

おいて定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の

有無 

（５）前各号のほか、損害について被共済者が有する損害賠償請求権その

他の債権およびすでに取得したものの有無および内容等、本会が支払

うべき共済金の額を確定するために確認が必要な事項 

10 前項の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場

合には、同項の規定にかかわらず、本会は、請求完了日からその日を含め

て次の各号に掲げる日数（複数に該当するときは、そのうち最長の日数）

を経過する日までに、共済金を支払う。この場合において、本会は、確認

が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被共済者に対して通知す

るものとする。 

（１）前項第１号から第４号までの事項を確認するための、警察、検察、

消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会（弁護士法に基づ

く照会その他法令に基づく照会を含む。） 180 日 

（２）前項第１号から第４号までの事項を確認するための、医療機関、検

査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90 日 

（３）前項第３号の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認す

るための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関によ

る審査等の結果の照会 120 日 

（４）災害救助法が適用された災害の被災地域における前項各号の事項の

確認のための調査 60 日 

（５）前項各号の事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段

がない場合の日本国外における調査 180 日 

11 前２項に掲げる必要な事項の確認に際し、共済契約者または被共済者が
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正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合（必要な

協力を行わなかった場合を含む。）には、これにより確認が遅延した期間

については、第９項または前項の期間に算入しないものとする。 

12 損害賠償額または仮渡金は、それぞれ、第５項または第６項の書類が本

会に到達した後、遅滞なく、本会の事務所または本会の指定する場所にお

いて支払うものとする。ただし、その損害賠償額の支払については、法第

23 条の３第１項において準用する法第 16 条の９の規定に従うものとする。 

13 本会は、損害賠償額の支払をしようとするときは、あらかじめ被共済者

の意見を求めるものとし、損害賠償額の支払をしたときは、遅滞なく、そ

の旨を被共済者に通知するものとする。 

14 本会は、仮渡金の支払をしたときは、遅滞なく、その旨を被共済者に通

知するものとする。 

15 本会は、被共済者が第３項の規定による手続を３年間怠り、または被害

者が第５項もしくは第６項の規定による手続を３年間怠ったときは、共済

金または損害賠償額もしくは仮渡金を支払わないことができる。 

 

（指定紛争処理機関の調停） 

第 21 条 本会が支払うべき共済金または損害賠償額の決定について、本会と

被共済者または被害者との間に争いを生じた場合は、その当事者のいずれ

も、法第 23 条の５に規定する指定紛争処理機関に紛争処理を申請すること

ができる。 

２ 本会は、前項の指定紛争処理機関による紛争処理が行われた場合には、

その調停を遵守するものとする。ただし、裁判所において判決、和解また

は調停等による解決が行われた場合には、この限りではない。 

 

（共済契約者による解除） 

第 29 条 共済契約者は、次条に規定する場合のほか、次の各号のいずれかに

該当する場合に限り、本会に対する書面または本会の指定する電磁的方法

による通知をもって将来に向かって、共済契約を解除することができる。 

（１）登録自動車について、道路運送車両法第15条、第 15条の２または第

16 条の規定により、それぞれ永久抹消登録、輸出抹消仮登録または一

時抹消登録を受けた場合 

（２）軽自動車または二輪の小型自動車について、使用を廃止し、車両番

号標を運輸監理部長、地方運輸局運輸支局長（以下「運輸支局長」と

いう。）または軽自動車検査協会に提出した場合 

正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合（必要な

協力を行わなかった場合を含む。）には、これにより確認が遅延した期間

については、第９項または前項の期間に算入しないものとする。 

12 損害賠償額または仮渡金は、それぞれ、第５項または第６項の書類が本

会に到達した後、遅滞なく、本会の事務所または本会の指定する場所にお

いて支払うものとする。ただし、その損害賠償額の支払については、法第

23 条の３第１項において準用する法第 16 条の９の規定に従うものとする。 

13 本会は、損害賠償額の支払をしようとするときは、あらかじめ被共済者

の意見を求めるものとし、損害賠償額の支払をしたときは、遅滞なく、そ

の旨を被共済者に通知するものとする。 

14 本会は、仮渡金の支払をしたときは、遅滞なく、その旨を被共済者に通

知するものとする。 

15 本会は、被共済者が第３項の規定による手続を３年間怠り、または被害

者が第５項もしくは第６項の規定による手続を３年間怠ったときは、共済

金または損害賠償額もしくは仮渡金を支払わないことができる。 

 

（指定紛争処理機関の調停） 

第 21 条 本会が支払うべき共済金または損害賠償額の額の決定について、本

会と被共済者または被害者との間に争いを生じた場合は、その当事者のい

ずれも、法第 23 条の５に規定する指定紛争処理機関に紛争処理を申請する

ことができる。 

２ 本会は、前項の指定紛争処理機関による紛争処理が行われた場合には、

その調停を遵守するものとする。ただし、裁判所において判決、和解また

は調停等による解決が行われた場合には、この限りではない。 

 

（共済契約者による解除） 

第 29 条 共済契約者は、次条に規定する場合のほか、次の各号のいずれかに

該当する場合に限り、本会に対する書面による通知をもって将来に向かっ

て、共済契約を解除することができる。 

（１）登録自動車について、道路運送車両法第15条、第 15条の２または第

16 条の規定により、それぞれ永久抹消登録、輸出抹消仮登録または一

時抹消登録を受けた場合 

（２）軽自動車または二輪の小型自動車について、使用を廃止し、車両番

号標を運輸監理部長、地方運輸局運輸支局長（以下「運輸支局長」と

いう。）または軽自動車検査協会に提出した場合 
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（３）小型特殊自動車または原動機付自転車について、使用を廃止し、標

識を特別区または市町村の長に提出した場合 

（４）関税法（昭和 29 年法律第 61 号）第 67 条の輸出の許可を受けた場合 

（５）道路運送車両法第34条第１項（同法第73条第２項において準用する

場合を含む。）の臨時運行の許可を受けて運行の用に供する自動車に

ついて、臨時運行許可番号標を当該行政庁に返納した場合 

（６）道路運送車両法第36条の２第１項（同法第73条第２項において準用

する場合を含む。）の許可を受けて運行の用に供する自動車につい

て、回送運行許可番号標を運輸監理部長または運輸支局長に返納した

場合 

（７）道路運送車両法施行規則（昭和 26 年運輸省令第 74 号）第 63 条の２

第３項ただし書きの規定により臨時運転番号標の貸与を受けて運行の

用に供する検査対象外軽自動車について、臨時運転番号標を運輸監理

部長または運輸支局長に返還した場合 

 

（本会または共済契約者による解除） 

第 30 条 次の各号のいずれかに該当する場合には、本会は共済契約者に対す

る書面による通知をもって、共済契約者は本会に対する書面または本会の

指定する電磁的方法による通知をもってそれぞれ将来に向かって、共済契

約を解除することができる。 

（１）被共済自動車が法第 10 条に規定する自動車となった場合 

（２）被共済自動車について他に共済契約または保険契約が締結されてお

り、かつ、その契約の共済期間または保険期間の終期が当該共済契約の

共済期間の終期と同一であるかその終期よりも遅いものである場合 

 

（告知義務） 

第 31 条 共済契約者または被共済者になる者は、共済契約締結の際、本会が

告知を求めた法第 23 条の３第１項において準用する法第 20 条に規定する事

項（以下この条において「告知事項」という。）について、本会に事実を

正確に告げなければならない。 

２ 本会は、共済契約締結の際、共済契約者または被共済者が故意または重

大な過失によって告知事項について事実を告げずまたは不実のことを告げ

たときは、共済契約者に対する書面による通知をもって、共済契約を解除

することができる。ただし、本会がその事実を知りまたは過失によってこ

れを知らなかったときは、この限りではない。 

（３）小型特殊自動車または原動機付自転車について、使用を廃止し、標

識を特別区または市町村の長に提出した場合 

（４）関税法（昭和 29 年法律第 61 号）第 67 条の輸出の許可を受けた場合 

（５）道路運送車両法第34条第１項（同法第73条第２項において準用する

場合を含む。）の臨時運行の許可を受けて運行の用に供する自動車に

ついて、臨時運行許可番号標を当該行政庁に返納した場合 

（６）道路運送車両法第36条の２第１項（同法第73条第２項において準用

する場合を含む。）の許可を受けて運行の用に供する自動車につい

て、回送運行許可番号標を運輸監理部長または運輸支局長に返納した

場合 

（７）道路運送車両法施行規則（昭和 26 年運輸省令第 74 号）第 63 条の２

第３項ただし書きの規定により臨時運転番号標の貸与を受けて運行の

用に供する検査対象外軽自動車について、臨時運転番号標を運輸監理

部長または運輸支局長に返還した場合 

 

（本会または共済契約者による解除） 

第 30 条 次の各号のいずれかに該当する場合には、本会は共済契約者に対す

る書面による通知をもって、共済契約者は本会に対する書面による通知を

もってそれぞれ将来に向かって、共済契約を解除することができる。 

（１）被共済自動車が法第 10 条に規定する自動車となった場合 

（２）被共済自動車について他に共済契約または保険契約が締結されてお

り、かつ、その契約の共済期間または保険期間の終期が当該共済契約の

共済期間の終期と同一であるかその終期よりも遅いものである場合 

 

 

（告知義務） 

第 31 条 共済契約者または被共済者になる者は、共済契約締結の際、本会が

告知を求めた法第 23 条の３第１項において準用する法第 20 条に規定する事

項（以下この条において「告知事項」という。）について、本会に事実を

正確に告げなければならない。 

２ 本会は、共済契約締結の際、共済契約者または被共済者が故意または重

大な過失によって告知事項について事実を告げずまたは不実のことを告げ

たときは、共済契約者に対する書面による通知をもって、共済契約を解除

することができる。ただし、本会がその事実を知りまたは過失によってこ

れを知らなかったときは、この限りではない。 



 

- 18 - 

３ 前項本文の規定は、共済契約者または被共済者が書面または本会の指定

する電磁的方法による通知をもってその訂正を申し出て本会がこれを承認

した後、または本会が解除の原因があることを知った時から１か月を経過

した場合もしくは共済契約締結の時から５年を経過した場合は、これを適

用しない。 

４ 第２項の解除は、共済契約者が解除の通知を受けた日から起算して７日

の後に、将来に向かってその効力を生ずるものとする。 

５ 本会は、前項の規定により解除の効力が生ずる日前に生じた事故により

共済金または損害賠償額を支払ったときは､共済契約者に対し、その支払っ

た金額の支払を請求することができる。 

６ 本会は、第１項の規定により告げられた内容が事実と異なる場合におい

て、共済掛金を訂正する必要があるときは、共済掛金の差額を返還し、ま

たは請求する。 

 

（証明書等の返納） 

第 32 条 共済契約者は、共済契約が解除されたときは、証明書および共済標

章を本会に返納または破棄しなければならない。 

３ 前項本文の規定は、共済契約者または被共済者が書面をもってその訂正

を申し出て本会がこれを承認した後、または本会が解除の原因があること

を知った時から１か月を経過した場合もしくは共済契約締結の時から５年

を経過した場合は、これを適用しない。 

 

４ 第２項の解除は、共済契約者が解除の通知を受けた日から起算して７日

の後に、将来に向かってその効力を生ずるものとする。 

５ 本会は、前項の規定により解除の効力が生ずる日前に生じた事故により

共済金または損害賠償額を支払ったときは､共済契約者に対し、その支払っ

た金額の支払を請求することができる。 

６ 本会は、第１項の規定により告げられた内容が事実と異なる場合におい

て、共済掛金を訂正する必要があるときは、共済掛金の差額を返還し、ま

たは請求する。 

 

（証明書等の返納） 

第 32 条 共済契約者は、共済契約が解除されたときは、証明書および共済標

章を本会に返納しなければならない。 
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次のとおり、自動車共済協同組合共済規程を一部変更する。 

共済規程変更条文新旧対照表 
（下線部分は変更部分） 

改 正 後 改 正 前 

 

（共済金等の支払手続） 

第 20 条 共済契約者または被共済者は、事故が発生したことを知ったとき

は、次の各号の事項を遅滞なく、組合に通知しなければならない。 

（１）事故発生の日時、場所、その状況、被害者の住所、氏名、年齢および

職業 

（２）被共済自動車が、道路運送車両法第 41 条に規定する自動運行装置

（以下「自動運行装置」という。）を備えているときは、当該装置の作

動状況 

（３）第１号に掲げる事項について証人となる者があるときは、その住所お

よび氏名 

（４）損害賠償の請求を受けたときまたは第 16 条第１項の損害に係る訴訟

を提起しようとするとき、もしくは提起されたときはその内容 

２ 共済契約者または被共済者は、事故が発生した場合において、組合が特

に必要とする書類または証拠となるべきものの提出を求めたときは、遅滞

なく、これを組合に提出しなければならない。 

３ 被共済者が共済契約に基づいて共済金の支払を請求する場合は、次の書

類または証拠のうち、組合が求めるものを組合に提出しなければならな

い。 

（１）共済金請求書 

（２）印鑑証明書等、共済金の請求者が本人であることの証明資料 

（３）公の機関が発行する交通事故証明書 

（４）事故発生状況報告書 

（５）死亡に関して支払われる共済金の請求に関しては、死亡診断書、逸失

利益の算定の基礎となる収入の額を証明する書類、その他損害賠償請求

権者に対して支払った損害賠償金の算出根拠を証明する書類および戸籍 

（６）後遺障害に関して支払われる共済金の請求に関しては、後遺障害診断

書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を証明する書類およびその他

損害賠償請求権者に対して支払った損害賠償金の算出根拠を証明する書

類 

（７）傷害に関して支払われる共済金の請求に関しては、診断書、診療（調

 

（共済金等の支払手続） 

第 20 条 共済契約者または被共済者は、事故が発生したことを知ったとき

は、次の各号の事項を遅滞なく書面で組合に通知しなければならない。 

（１）事故発生の日時、場所、その状況、被害者の住所、氏名、年齢および

職業 

 

 

 

（２）前号に掲げる事項について証人となる者があるときは、その住所およ

び氏名 

（３）損害賠償の請求を受けたときまたは第 16 条第１項の損害に係る訴訟

を提起しようとするとき、もしくは提起されたときはその内容 

２ 共済契約者または被共済者は、事故が発生した場合において、組合が特

に必要とする書類または証拠となるべきものの提出を求めたときは、遅滞

なく、これを組合に提出しなければならない。 

３ 被共済者が共済契約に基づいて共済金の支払を請求する場合は、次の書

類または証拠のうち、組合が求めるものを組合に提出しなければならな

い。 

（１）共済金請求書 

（２）印鑑証明書等、共済金の請求者が本人であることの証明資料 

（３）公の機関が発行する交通事故証明書 

（４）事故発生状況報告書 

（５）死亡に関して支払われる共済金の請求に関しては、死亡診断書、逸失

利益の算定の基礎となる収入の額を証明する書類、その他損害賠償請求

権者に対して支払った損害賠償金の算出根拠を証明する書類および戸籍 

（６）後遺障害に関して支払われる共済金の請求に関しては、後遺障害診断

書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を証明する書類およびその他

損害賠償請求権者に対して支払った損害賠償金の算出根拠を証明する書

類 

（７）傷害に関して支払われる共済金の請求に関しては、診断書、診療（調
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剤）報酬明細書もしくはそれに類する領収書、休業損害の額、通院費の

額を証明する書類およびその他損害賠償請求権者に対して支払った損害

賠償金の算出根拠を証明する書類 

（８）被共済者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任

の額を示す示談書および損害賠償金の支払があったことを証明する書類 

４ 組合は、事故の内容、損害の額、自動運行装置の作動状況等に応じ、共

済契約者または被共済者に対して、前項に掲げるもの以外の書類もしくは

証拠の提出または組合が行う調査への協力を求めることがある。この場合

には、組合が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしな

ければならない。 

５ 被害者は、損害賠償額の支払の請求をしようとするときは、令第 12 条に

おいて準用する令第３条第１項に規定する書面に同条第２項に規定する書

類を添付して、これを組合に提出しなければならない。なお、民間事業者

等が令第 12 条において準用する令第３条第１項に規定する書面に同条第２

項に規定する書類を添付して本会に提出することで、損害賠償額の支払の

請求をしようとするときは、民間事業者等が行う書面の保存等における情

報通信の技術の利用に関する法律（平成 16 年法律第 149 号）第６条および

自動車損害賠償保障法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情

報通信の技術の利用に関する法律施行規則（令和５年国土交通省令第７

号）第 10 条第２項の規定に基づき電磁的記録による提出も可能とする。 

６ 被害者は、仮渡金の支払の請求をしようとするときは、令第 12 条におい

て準用する令第６条において準用する令第３条第１項に規定する書面（同

項第６号の算出基礎に係る部分を除く。）に同条第２項第１号及び第２号

の書類を添付して、これを組合に提出しなければならない。 

７ 被害者は、令第 12 条において準用する令第８条に規定する請求をしよう

とするときは、前２項の規定にかかわらず、令第 12 条において準用する令

第３条第２項（令第６条において準用する場合を含む。）第１号及び第２

号の書類の添付を要しない。 

８ 組合は、第３項、第５項および第６項の場合に、特に必要があると認め

るときは、共済金等の支払を請求した者に対し、組合の指定する医師の診

断書の提出を求めることができる。この場合において、必要な費用は、組

合の負担とする。 

９ 組合は、被共済者が第３項の手続を完了した日（以下この条において

「請求完了日」という。）からその日を含めて 30 日以内に、組合が共済金

を支払うために必要な次の事項の確認を終え、共済金を支払うものとす

剤）報酬明細書もしくはそれに類する領収書、休業損害の額、通院費の

額を証明する書類およびその他損害賠償請求権者に対して支払った損害

賠償金の算出根拠を証明する書類 

（８）被共済者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任

の額を示す示談書および損害賠償金の支払があったことを証明する書類 

４ 組合は、事故の内容、損害の額等に応じ、共済契約者または被共済者に

対して、前項に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または組合が行

う調査への協力を求めることがある。この場合には、組合が求めた書類ま

たは証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければならない。 

 

５ 被害者は、損害賠償額の支払の請求をしようとするときは、令第 12 条に

おいて準用する令第３条第１項に規定する書面に同条第２項に規定する書

類を添付して、これを組合に提出しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

６ 被害者は、仮渡金の支払の請求をしようとするときは、令第 12 条におい

て準用する令第６条において準用する令第３条第１項に規定する書面（同

項第６号の算出基礎に係る部分を除く。）に同条第２項第１号及び第２号

の書類を添付して、これを組合に提出しなければならない。 

７ 被害者は、令第 12 条において準用する令第８条に規定する請求をしよう

とするときは、前２項の規定にかかわらず、令第 12 条において準用する令

第３条第２項（令第６条において準用する場合を含む。）第１号及び第２

号の書類の添付を要しない。 

８ 組合は、第３項、第５項および第６項の場合に、特に必要があると認め

るときは、共済金等の支払を請求した者に対し、組合の指定する医師の診

断書の提出を求めることができる。この場合において、必要な費用は、組

合の負担とする。 

９ 組合は、被共済者が第３項の手続を完了した日（以下この条において

「請求完了日」という。）からその日を含めて 30 日以内に、組合が共済金

を支払うために必要な次の事項の確認を終え、共済金を支払うものとす
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る。 

（１）共済金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原

因、事故発生の状況、損害発生の有無および被共済者に該当する事実 

（２）共済金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、共済

金が支払われない事由としてこの共済契約において定める事由に該当

する事実の有無 

（３）共済金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額、事故

と損害との関係、治療の経過および内容 

（４）共済契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この共済契約に

おいて定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の

有無 

（５）前各号のほか、損害について被共済者が有する損害賠償請求権その

他の債権およびすでに取得したものの有無および内容等、組合が支払

うべき共済金の額を確定するために確認が必要な事項 

10 前項の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場

合には、同項の規定にかかわらず、組合は、請求完了日からその日を含め

て次の各号に掲げる日数（複数に該当するときは、そのうち最長の日数）

を経過する日までに、共済金を支払う。この場合において、組合は、確認

が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被共済者に対して通知す

るものとする。 

（１）前項第１号から第４号までの事項を確認するための、警察、検察、

消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会（弁護士法に基づ

く照会その他法令に基づく照会を含む。） 180 日 

（２）前項第１号から第４号までの事項を確認するための、医療機関、検

査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90 日 

（３）前項第３号の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認す

るための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関によ

る審査等の結果の照会 120 日 

（４）災害救助法が適用された災害の被災地域における前項各号の事項の

確認のための調査 60 日 

（５）前項各号の事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段

がない場合の日本国外における調査 180 日 

11 前２項に掲げる必要な事項の確認に際し、共済契約者または被共済者が

正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合（必要な

協力を行わなかった場合を含む。）には、これにより確認が遅延した期間

る。 

（１）共済金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原

因、事故発生の状況、損害発生の有無および被共済者に該当する事実 

（２）共済金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、共済

金が支払われない事由としてこの共済契約において定める事由に該当

する事実の有無 

（３）共済金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額、事故

と損害との関係、治療の経過および内容 

（４）共済契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この共済契約に

おいて定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の

有無 

（５）前各号のほか、損害について被共済者が有する損害賠償請求権その

他の債権およびすでに取得したものの有無および内容等、組合が支払

うべき共済金の額を確定するために確認が必要な事項 

10 前項の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場

合には、同項の規定にかかわらず、組合は、請求完了日からその日を含め

て次の各号に掲げる日数（複数に該当するときは、そのうち最長の日数）

を経過する日までに、共済金を支払う。この場合において、組合は、確認

が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被共済者に対して通知す

るものとする。 

（１）前項第１号から第４号までの事項を確認するための、警察、検察、

消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会（弁護士法に基づ

く照会その他法令に基づく照会を含む。） 180 日 

（２）前項第１号から第４号までの事項を確認するための、医療機関、検

査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90 日 

（３）前項第３号の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認す

るための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関によ

る審査等の結果の照会 120 日 

（４）災害救助法が適用された災害の被災地域における前項各号の事項の

確認のための調査 60 日 

（５）前項各号の事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段

がない場合の日本国外における調査 180 日 

11 前２項に掲げる必要な事項の確認に際し、共済契約者または被共済者が

正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合（必要な

協力を行わなかった場合を含む。）には、これにより確認が遅延した期間
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については、第９項または前項の期間に算入しないものとする。 

12 損害賠償額または仮渡金は、それぞれ、第５項または第６項の書類が組

合に到達した後、遅滞なく、組合の事務所または組合の指定する場所にお

いて支払うものとする。ただし、その損害賠償額の支払については、法第

23 条の３第１項において準用する法第 16 条の９の規定に従うものとする。 

13 組合は、損害賠償額の支払をしようとするときは、あらかじめ被共済者

の意見を求めるものとし、損害賠償額の支払をしたときは、遅滞なく、そ

の旨を被共済者に通知するものとする。 

14 組合は、仮渡金の支払をしたときは、遅滞なく、その旨を被共済者に通

知するものとする。 

15 組合は、被共済者が第３項の規定による手続を３年間怠り、または被害

者が第５項もしくは第６項の規定による手続を３年間怠ったときは、共済

金または損害賠償額もしくは仮渡金を支払わないことができる。 

 

（指定紛争処理機関の調停） 

第 22 条 組合が支払うべき共済金または損害賠償額の決定について、組合と

被共済者または被害者との間に争いを生じた場合は、その当事者のいずれ

も、法第 23 条の５に規定する指定紛争処理機関に紛争処理を申請すること

ができる。 

２ 組合は、前項の指定紛争処理機関による紛争処理が行われた場合には、

その調停を遵守するものとする。ただし、裁判所において判決、和解また

は調停等による解決が行われた場合には、この限りではない。 

 

（共済契約者による解除） 

第 30 条 共済契約者は、次条に規定する場合のほか、次の各号のいずれかに

該当する場合に限り、組合に対する書面または組合の指定する電磁的方法

による通知をもって将来に向かって、共済契約を解除することができる。 

（１）登録自動車について、道路運送車両法第15条、第 15条の２または第

16 条の規定により、それぞれ永久抹消登録、輸出抹消仮登録または一

時抹消登録を受けた場合 

（２）軽自動車または二輪の小型自動車について、使用を廃止し、車両番

号標を運輸監理部長、運輸支局長または軽自動車検査協会に提出した

場合 

（３）小型特殊自動車または原動機付自転車について、使用を廃止し、標

識を特別区または市町村の長に提出した場合 

については、第９項または前項の期間に算入しないものとする。 

12 損害賠償額または仮渡金は、それぞれ、第５項または第６項の書類が組

合に到達した後、遅滞なく、組合の事務所または組合の指定する場所にお

いて支払うものとする。ただし、その損害賠償額の支払については、法第

23 条の３第１項において準用する法第 16 条の９の規定に従うものとする。 

13 組合は、損害賠償額の支払をしようとするときは、あらかじめ被共済者

の意見を求めるものとし、損害賠償額の支払をしたときは、遅滞なく、そ

の旨を被共済者に通知するものとする。 

14 組合は、仮渡金の支払をしたときは、遅滞なく、その旨を被共済者に通

知するものとする。 

15 組合は、被共済者が第３項の規定による手続を３年間怠り、または被害

者が第５項もしくは第６項の規定による手続を３年間怠ったときは、共済

金または損害賠償額もしくは仮渡金を支払わないことができる。 

 

（指定紛争処理機関の調停） 

第 22 条 組合が支払うべき共済金または損害賠償額の額の決定について、組

合と被共済者または被害者との間に争いを生じた場合は、その当事者のい

ずれも、法第 23 条の５に規定する指定紛争処理機関に紛争処理を申請する

ことができる。 

２ 組合は、前項の指定紛争処理機関による紛争処理が行われた場合には、

その調停を遵守するものとする。ただし、裁判所において判決、和解また

は調停等による解決が行われた場合には、この限りではない。 

 

（共済契約者による解除） 

第 30 条 共済契約者は、次条に規定する場合のほか、次の各号のいずれかに

該当する場合に限り、組合に対する書面による通知をもって将来に向かっ

て、共済契約を解除することができる。 

（１）登録自動車について、道路運送車両法第15条、第 15条の２または第

16 条の規定により、それぞれ永久抹消登録、輸出抹消仮登録または一

時抹消登録を受けた場合 

（２）軽自動車または二輪の小型自動車について、使用を廃止し、車両番

号標を運輸監理部長、運輸支局長または軽自動車検査協会に提出した

場合 

（３）小型特殊自動車または原動機付自転車について、使用を廃止し、標

識を特別区または市町村の長に提出した場合 
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（４）関税法（昭和 29 年法律第 61 号）第 67 条の輸出の許可を受けた場合 

（５）道路運送車両法第34条第１項（同法第73条第２項において準用する

場合を含む。）の臨時運行の許可を受けて運行の用に供する自動車に

ついて、臨時運行許可番号標を当該行政庁に返納した場合 

（６）道路運送車両法第36条の２第１項（同法第73条第２項において準用

する場合を含む。）の許可を受けて運行の用に供する自動車につい

て、回送運行許可番号標を運輸監理部長または運輸支局長に返納した

場合 

（７）道路運送車両法施行規則（昭和 26 年運輸省令第 74 号）第 63 条の２

第３項ただし書きの規定により臨時運転番号標の貸与を受けて運行の

用に供する検査対象外軽自動車について、臨時運転番号標を運輸監理

部長または運輸支局長に返還した場合 

 

（組合または共済契約者による解除） 

第 31 条 次の各号のいずれかに該当する場合には、組合は共済契約者に対す

る書面による通知をもって、共済契約者は組合に対する書面または組合の

指定する電磁的方法による通知をもってそれぞれ将来に向かって、共済契

約を解除することができる。 

（１）被共済自動車が法第 10 条に規定する自動車となった場合 

（２）被共済自動車について他に共済契約または保険契約が締結されてお

り、かつ、その契約の共済期間または保険期間の終期が当該共済契約の

共済期間の終期と同一であるかその終期よりも遅いものである場合 

 

（告知義務） 

第 32 条 共済契約者または被共済者になる者は、共済契約締結の際、組合が

告知を求めた法第 23 条の３第１項において準用する法第 20 条に規定する事

項（以下この条において「告知事項」という。）について、組合に事実を

正確に告げなければならない。 

２ 組合は、共済契約締結の際、共済契約者または被共済者が故意または重

大な過失によって告知事項について事実を告げずまたは不実のことを告げ

たときは、共済契約者に対する書面による通知をもって、共済契約を解除

することができる。ただし、組合がその事実を知りまたは過失によってこ

れを知らなかったときは、この限りではない。 

３ 前項本文の規定は、共済契約者または被共済者が書面または組合の指定

する電磁的方法をもってその訂正を申し出て組合がこれを承認した後、ま

（４）関税法（昭和 29 年法律第 61 号）第 67 条の輸出の許可を受けた場合 

（５）道路運送車両法第34条第１項（同法第73条第２項において準用する

場合を含む。）の臨時運行の許可を受けて運行の用に供する自動車に

ついて、臨時運行許可番号標を当該行政庁に返納した場合 

（６）道路運送車両法第36条の２第１項（同法第73条第２項において準用

する場合を含む。）の許可を受けて運行の用に供する自動車につい

て、回送運行許可番号標を運輸監理部長または運輸支局長に返納した

場合 

（７）道路運送車両法施行規則（昭和 26 年運輸省令第 74 号）第 63 条の２

第３項ただし書きの規定により臨時運転番号標の貸与を受けて運行の

用に供する検査対象外軽自動車について、臨時運転番号標を運輸監理

部長または運輸支局長に返還した場合 

 

（組合または共済契約者による解除） 

第 31 条 次の各号のいずれかに該当する場合には、組合は共済契約者に対す

る書面による通知をもって、共済契約者は組合に対する書面による通知を

もってそれぞれ将来に向かって、共済契約を解除することができる。 

 

（１）被共済自動車が法第 10 条に規定する自動車となった場合 

（２）被共済自動車について他に共済契約または保険契約が締結されてお

り、かつ、その契約の共済期間または保険期間の終期が当該共済契約の

共済期間の終期と同一であるかその終期よりも遅いものである場合 

 

（告知義務） 

第 32 条 共済契約者または被共済者になる者は、共済契約締結の際、組合が

告知を求めた法第 23 条の３第１項において準用する法第 20 条に規定する事

項（以下この条において「告知事項」という。）について、組合に事実を

正確に告げなければならない。 

２ 組合は、共済契約締結の際、共済契約者または被共済者が故意または重

大な過失によって告知事項について事実を告げずまたは不実のことを告げ

たときは、共済契約者に対する書面による通知をもって、共済契約を解除

することができる。ただし、組合がその事実を知りまたは過失によってこ

れを知らなかったときは、この限りではない。 

３ 前項本文の規定は、共済契約者または被共済者が書面をもってその訂正

を申し出て組合がこれを承認した後、または組合が解除の原因があること



 

- 24 - 

たは組合が解除の原因があることを知った時から１か月を経過した場合も

しくは共済契約締結の時から５年を経過した場合は、これを適用しない。 

４ 第２項の解除は、共済契約者が解除の通知を受けた日から起算して７日

の後に、将来に向かってその効力を生ずるものとする。 

５ 組合は、前項の規定により解除の効力が生ずる日前に生じた事故により

共済金または損害賠償額を支払ったときは､共済契約者に対し、その支払っ

た金額の支払を請求することができる。 

６ 組合は、第１項の規定により告げられた内容が事実と異なる場合におい

て、共済掛金を訂正する必要があるときは、共済掛金の差額を返還し、ま

たは請求する。 

 

（証明書等の返納） 

第 33 条 共済契約者は、共済契約が解除されたときは、証明書および共済標

章を組合に返納または破棄しなければならない。 

を知った時から１か月を経過した場合もしくは共済契約締結の時から５年

を経過した場合は、これを適用しない。 

４ 第２項の解除は、共済契約者が解除の通知を受けた日から起算して７日

の後に、将来に向かってその効力を生ずるものとする。 

５ 組合は、前項の規定により解除の効力が生ずる日前に生じた事故により

共済金または損害賠償額を支払ったときは､共済契約者に対し、その支払っ

た金額の支払を請求することができる。 

６ 組合は、第１項の規定により告げられた内容が事実と異なる場合におい

て、共済掛金を訂正する必要があるときは、共済掛金の差額を返還し、ま

たは請求する。 

 
（証明書等の返納） 

第 33 条 共済契約者は、共済契約が解除されたときは、証明書および共済標

章を組合に返納しなければならない。 
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次のとおり、全国自動車共済協同組合連合会共済規程 別紙 自動車損害賠償責任共済約款を変更する。 

自動車損害賠償責任共済約款条文新旧対照表 
（下線部分は変更部分） 

改 正 後 改 正 前 

 

（告知義務） 

第５条 共済契約者または被共済者になる者は、共済契約締結の際、全自共

が告知を求めた法 23 条の３第１項において準用する法第 20 条に規定する事

項（以下この条において「告知事項」といいます。）について、全自共に

事実を正確に告げなければなりません。 

２ 全自共は、共済契約締結の際、共済契約者または被共済者が故意または

重大な過失によって告知事項について事実を告げずまたは不実のことを告

げたときは、共済契約者に対する書面による通知をもって、共済契約を解

除することができます。ただし、全自共がその事実を知りまたは過失によ

ってこれを知らなかったときは、この限りではありません。 

３ 前項本文の規定は、共済契約者または被共済者が書面または全自共の指

定する電磁的方法による通知をもってその訂正を申し出て全自共がこれを

承認した後、または全自共が解除の原因があることを知った時から１か月

を経過した場合もしくは共済契約締結の時から５年を経過した場合は、こ

れを適用しません。 

４ 第２項の解除は、共済契約者が解除の通知を受けた日から起算して７日

の後に、将来に向かってその効力を生じます。 

５ 全自共は、前項の規定により解除の効力が生ずる日前に生じた事故によ

り共済金または損害賠償額を支払ったときは、共済契約者に対してその支

払った金額の支払を請求することができます。 

６ 全自共は、第１項の規定により告げられた内容が事実と異なる場合にお

いて、共済掛金を訂正する必要があるときは、共済掛金の差額を返還し、

または請求します。 

 

（事故の発生） 

第７条 事故が発生したことを知った場合は、共済契約者または被共済者

は、次のことを履行しなければなりません。 

（１）次の事項を遅滞なく、全自共に通知すること。 

イ 事故発生の日時、場所、その状況、被害者の住所、氏名、年齢およ

び職業 

 

（告知義務） 

第５条 共済契約者または被共済者になる者は、共済契約締結の際、全自共

が告知を求めた法 23 条の３第１項において準用する法第 20 条に規定する事

項（以下この条において「告知事項」といいます。）について、全自共に

事実を正確に告げなければなりません。 

２ 全自共は、共済契約締結の際、共済契約者または被共済者が故意または

重大な過失によって告知事項について事実を告げずまたは不実のことを告

げたときは、共済契約者に対する書面による通知をもって、共済契約を解

除することができます。ただし、全自共がその事実を知りまたは過失によ

ってこれを知らなかったときは、この限りではありません。 

３ 前項本文の規定は、共済契約者または被共済者が書面をもってその訂正

を申し出て全自共がこれを承認した後、または全自共が解除の原因がある

ことを知った時から１か月を経過した場合もしくは共済契約締結の時から

５年を経過した場合は、これを適用しません。 

 

４ 第２項の解除は、共済契約者が解除の通知を受けた日から起算して７日

の後に、将来に向かってその効力を生じます。 

５ 全自共は、前項の規定により解除の効力が生ずる日前に生じた事故によ

り共済金または損害賠償額を支払ったときは、共済契約者に対してその支

払った金額の支払を請求することができます。 

６ 全自共は、第１項の規定により告げられた内容が事実と異なる場合にお

いて、共済掛金を訂正する必要があるときは、共済掛金の差額を返還し、

または請求します。 

 

（事故の発生） 

第７条 事故が発生したことを知った場合は、共済契約者または被共済者

は、次のことを履行しなければなりません。 

（１）次の事項を遅滞なく、書面で全自共に通知すること。 

イ 事故発生の日時、場所、その状況、被害者の住所、氏名、年齢およ

び職業 



 

- 26 - 

ロ 被共済自動車が、道路運送車両法第 41 条に規定する自動運行装置

（以下「自動運行装置」といいます。）を備えているときは、当該装

置の作動状況 

ハ イに掲げる事項について証人となる者があるときはその者の住所お

よび氏名 

二 損害賠償の請求を受けたときはその内容 

（２）前号の事項のほか、全自共が特に必要とする書類または証拠となる

ものの提出を求めた場合には、遅滞なく、これを提出すること。 

（３）他人に損害賠償の請求をすることができる場合には、その権利の保

全または行使に必要な手続をすることその他損害の発生および拡大

の防止に努めること。 

（４）損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合 

は、遅滞なく、書面または全自共の指定する電磁的方法により全自共

に通知すること。 

２ 全自共は、前項第３号のために必要または有益であった費用は、第３条

（損害の範囲および責任の限度）第１項に規定する損害の額と合算し、共

済金額を限度として共済金を支払います。ただし、損害賠償額の支払があ

る場合には、共済金と損害賠償額の合計額について、共済金額を限度とし

ます。 

 

（解 除） 

第 10 条 共済契約者は、被共済自動車が次の各号のいずれかに該当する場合

に限り、全自共に対する書面または全自共の指定する電磁的方法による通

知をもって共済契約を解除することができます。 

（１）登録自動車について、道路運送車両法第15条、第 15条の２または第

16 条の規定により、それぞれ永久抹消登録、輸出抹消仮登録または

一時抹消登録を受けた場合 

（２）軽自動車または二輪の小型自動車について、使用を廃止し、車両番

号標を運輸監理部長、運輸支局長または軽自動車検査協会に提出し

た場合 

（３）小型特殊自動車または原動機付自転車について、使用を廃止し、標

識を特別区または市町村の長に提出した場合 

（４）臨時運行の許可を受けた自動車について、臨時運行許可番号標を当

該行政庁に返納した場合 

（５）回送運行の許可を受けた自動車について、回送運行許可番号標を運

ロ 被共済自動車が、道路運送車両法第 41 条に規定する自動運行装置

（以下「自動運行装置」といいます。）を備えているときは、当該装

置の作動状況 

ハ イに掲げる事項について証人となる者があるときはその者の住所お

よび氏名 

二 損害賠償の請求を受けたときはその内容 

（２）前号の書類のほか、全自共が特に必要とする書類または証拠となる

ものの提出を求めた場合には、遅滞なく、これを提出すること。 

（３）他人に損害賠償の請求をすることができる場合には、その権利の保

全または行使に必要な手続をすることその他損害の発生および拡大

の防止に努めること。 

（４）損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合 

は、遅滞なく、書面により全自共に通知すること。 

 

２ 全自共は、前項第３号のために必要または有益であった費用は、第３条

（損害の範囲および責任の限度）第１項に規定する損害の額と合算し、共

済金額を限度として共済金を支払います。ただし、損害賠償額の支払があ

る場合には、共済金と損害賠償額の合計額について、共済金額を限度とし

ます。 

 

（解 除） 

第 10 条 共済契約者は、被共済自動車が次の各号のいずれかに該当する場合

に限り、全自共に対する書面による通知をもって共済契約を解除すること

ができます。 

（１）登録自動車について、道路運送車両法第15条、第 15条の２または第

16 条の規定により、それぞれ永久抹消登録、輸出抹消仮登録または

一時抹消登録を受けた場合 

（２）軽自動車または二輪の小型自動車について、使用を廃止し、車両番

号標を運輸監理部長、運輸支局長または軽自動車検査協会に提出し

た場合 

（３）小型特殊自動車または原動機付自転車について、使用を廃止し、標

識を特別区または市町村の長に提出した場合 

（４）臨時運行の許可を受けた自動車について、臨時運行許可番号標を当

該行政庁に返納した場合 

（５）回送運行の許可を受けた自動車について、回送運行許可番号標を運
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輸監理部長または運輸支局長に返納した場合 

（６）臨時運転番号標の貸与を受けた軽自動車について、その番号標を運

輸監理部長または運輸支局長に返還した場合 

（７）関税法第 67 条の輸出の許可を受けた場合 

２ 次の各号のいずれかに該当する場合には、全自共は共済契約者に対する

書面による通知をもって、共済契約者は全自共に対する書面または全自共

の指定する電磁的方法による通知をもって、それぞれ共済契約を解除する

ことができます。 

（１）第６条（通知義務）第１項第２号に規定する事実が生じた場合 

（２）被共済自動車について他に責任共済の契約または責任保険（法第５条

に規定する責任保険をいいます。以下同様とします。）の契約が締結

されており、かつ、その契約の共済期間または保険期間の終期がこの

共済契約の共済期間の終期と同一であるかその終期より遅いものであ

る場合 

３ 前各項の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。 

４ 共済契約者は、第１項および第２項による解除または第５条（告知義

務）第２項による解除の場合は、被共済自動車が共済標章の交付を受けて

いる自動車であるときは証明書および共済標章を、その他の自動車である

ときは証明書を全自共へ返納または破棄しなければなりません。 

 

（指定紛争処理機関） 

第 19 条 全自共が支払うべき共済金または損害賠償額の決定について、全自

共と被共済者または被害者との間で争いが生じた場合は、その当事者のい

ずれも、法第 23 条の５に規定する指定紛争処理機関に紛争処理を申請する

ことができるものとします。 

２ 全自共は、前項の指定紛争処理機関による紛争処理が行われた場合、そ

の調停を遵守します。ただし、裁判所において、判決、和解または調停等

による解決が行われた場合には、この限りではありません。 

 

（証明書等の再交付） 

第 22 条 全自共は、証明書または共済標章を次の各号のいずれかに該当する

場合に、共済契約者に再交付します。ただし、共済標章の再交付を受ける

場合には、共済契約者は証明書を提示しなければなりません。 

（１）損傷もしくは識別困難となった証明書もしくは共済標章の提出または

その証拠の提出があった場合 

輸監理部長または運輸支局長に返納した場合 

（６）臨時運転番号標の貸与を受けた軽自動車について、その番号標を運

輸監理部長または運輸支局長に返還した場合 

（７）関税法第 67 条の輸出の許可を受けた場合 

２ 次の各号のいずれかに該当する場合には、全自共は共済契約者に対する

書面による通知をもって、共済契約者は全自共に対する書面による通知を

もって、それぞれ共済契約を解除することができます。 

（１）第６条（通知義務）第１項第２号に規定する事実が生じた場合 

（２）被共済自動車について他に責任共済の契約または責任保険（法第５条

に規定する責任保険をいいます。以下同様とします。）の契約が締結

されており、かつ、その契約の共済期間または保険期間の終期がこの

共済契約の共済期間の終期と同一であるかその終期より遅いものであ

る場合 

 

３ 前各項の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。 

４ 共済契約者は、第１項および第２項による解除または第５条（告知義

務）第２項による解除の場合は、被共済自動車が共済標章の交付を受けて

いる自動車であるときは証明書および共済標章を、その他の自動車である

ときは証明書を全自共へ返納しなければなりません。 

 

（指定紛争処理機関） 

第 19 条 全自共が支払うべき共済金または損害賠償額の額の決定について、

全自共と被共済者または被害者との間で争いが生じた場合は、その当事者

のいずれも、法第 23 条の５に規定する指定紛争処理機関に紛争処理を申請

することができるものとします。 

２ 全自共は、前項の指定紛争処理機関による紛争処理が行われた場合、そ

の調停を遵守します。ただし、裁判所において、判決、和解または調停等

による解決が行われた場合には、この限りではありません。 

 

（証明書等の再交付） 

第 22 条 全自共は、証明書または共済標章を次の各号のいずれかに該当する

場合に、共済契約者に再交付します。ただし、共済標章の再交付を受ける

場合には、共済契約者は証明書を提示しなければなりません。 

（１）損傷または識別困難となった証明書または共済標章の提出があった場

合 
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（２）盗難、焼失、滅失等により証明書または共済標章を提出することがで 

きないときは、その証拠の提出があった場合 

（２）盗難、焼失、滅失等により証明書または共済標章を提出することがで

きないときは、これを証する書類の提出があった場合 

（注）全自共の会員である傘下５自動車共済協同組合の「自動車損害賠償責任共済約款」は、「全自共」を「組合」と読み替えたものになります。 
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次のとおり、全国労働者共済生活協同組合連合会共済事業規約を一部変更する。 

共済事業規約変更条文新旧対照表 

（下線部分は変更部分） 

改      正      後 改      正      前 

 
自動車損害賠償責任共済事業規約 

 
－省 略－ 

 
第３章 共済金等の支払 

 
－省 略－ 

 

（共済金等の支払手続） 

第１９条 共済契約者又は被共済者は、第１５条第１項の損害又はその原

因となるべき事実（以下、「事故」という。）が発生したことを知ったと

きは、遅滞なく次の各号に掲げる事項を、この会に通知しなければなら

ない。 

(１) 事故発生の日時、場所、その状況、被害者の住所、氏名、年齢及び職

業 

(２) 被共済自動車が、道路運送車両法第４１条に規定する自動運行装置

（以下「自動運行装置」という。）を備えているときは、当該装置の作動

状況 

(３) 第１号に掲げる事項について証人となる者があるときは、その者の住

所及び氏名 

(４) 損害賠償の請求を受けたとき又は第１５条第１項の損害に係る訴訟を

提起し、若しくは提起されたときはその内容 

 
自動車損害賠償責任共済事業規約 

 
－省 略－ 

 
第３章 共済金等の支払 

 
－省 略－ 

 

（共済金等の支払手続） 

第１９条 共済契約者又は被共済者は、第１５条第１項の損害又はその原

因となるべき事実（以下、「事故」という。）が発生したことを知ったと

きは、遅滞なく次の各号に掲げる事項を書面で、この会に通知しなけれ

ばならない。 

(１) 事故発生の日時、場所、その状況、被害者の住所、氏名、年齢及び職

業 

< 新 設 > 

 

 

(２) 前号に掲げる事項について証人となる者があるときは、その者の住所

及び氏名 

(３) 損害賠償の請求を受けたとき又は第１５条第１項の損害に係る訴訟を

提起し、若しくは提起されたときはその内容 
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改      正      後 改      正      前 

２ 共済契約者又は被共済者は、第１５条第１項の損害又は事故が発生し

た場合において、前項の事項のほか、この会が特に必要とする書類又は

証拠となるものの提出を求めたときは、遅滞なく、これをこの会に提出

しなければならない。 

３ 被共済者が、共済金の支払を請求する場合は、次の書類又は証拠のう

ち、この会が求めるものをこの会に提出しなければならない。 

(１) 共済金請求書 

(２) 印鑑証明書等、共済金の請求者が本人であることの証明資料 

(３) 公の機関が発行する交通事故証明書 

(４) 事故発生状況報告書 

(５) 死亡に関して支払われる共済金の請求に関しては、死亡診断書、逸失

利益の算定の基礎となる収入の額を証明する書類、その他損害賠償請求

権者に対して支払った損害賠償金の算出根拠を証明する書類及び戸籍 

(６) 後遺障害に関して支払われる共済金の請求に関しては、後遺障害診断

書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を証明する書類及びその他損

害賠償請求権者に対して支払った損害賠償金の算出根拠を証明する書類 

(７) 傷害に関して支払われる共済金の請求に関しては、診断書、診療（調

剤）報酬明細書もしくはそれに類する領収書、休業損害の額、通院費の

額を証明する書類及びその他損害賠償請求権者に対して支払った損害賠

償金の算出根拠を証明する書類 

(８) 被共済者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任

の額を示す示談書及び損害賠償金の支払があったことを証明する書類 

４ この会は、事故の内容、損害の額、自動運行装置の作動状況等に応

じ、共済契約者又は被共済者に対して、前項に掲げるもの以外の書類若

２ 共済契約者又は被共済者は、第１５条第１項の損害又は事故が発生し

た場合において、この会が特に必要とする書類又は証拠となるものの提

出を求めたときは、遅滞なく、これをこの会に提出しなければならな

い。 

３ 被共済者が、共済金の支払を請求する場合は、次の書類又は証拠のう

ち、この会が求めるものをこの会に提出しなければならない。 

(１) 共済金請求書 

(２) 印鑑証明書等、共済金の請求者が本人であることの証明資料 

(３) 公の機関が発行する交通事故証明書 

(４) 事故発生状況報告書 

(５) 死亡に関して支払われる共済金の請求に関しては、死亡診断書、逸失

利益の算定の基礎となる収入の額を証明する書類、その他損害賠償請求

権者に対して支払った損害賠償金の算出根拠を証明する書類及び戸籍 

(６) 後遺障害に関して支払われる共済金の請求に関しては、後遺障害診断

書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を証明する書類及びその他損

害賠償請求権者に対して支払った損害賠償金の算出根拠を証明する書類 

(７) 傷害に関して支払われる共済金の請求に関しては、診断書、診療（調

剤）報酬明細書もしくはそれに類する領収書、休業損害の額、通院費の

額を証明する書類及びその他損害賠償請求権者に対して支払った損害賠

償金の算出根拠を証明する書類 

(８) 被共済者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任

の額を示す示談書及び損害賠償金の支払があったことを証明する書類 

４ この会は、事故の内容、損害の額等に応じ、共済契約者又は被共済者

に対して、前項に掲げるもの以外の書類若しくは証拠の提出又はこの会
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改      正      後 改      正      前 

しくは証拠の提出又はこの会が行う調査への協力を求めることがある。

この場合には、この会が求めた書類又は証拠を速やかに提出し、必要な

協力をしなければならない。 

５ 被害者は、損害賠償額の支払を請求しようとするとき、令第１２条に

おいて準用する令第３条の規定により請求しなければならない。なお、

民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関す

る法律第６条および自動車損害賠償保障法に係る民間事業者等が行う書

面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第１０

条第２項の規定に基づき電磁的方法による請求も可能とする。また、被

害者は、仮渡金の支払を請求しようとするときは、令第１２条において

準用する令第６条に規定する書類により請求しなければならない。ただ

し、損害賠償額の支払又は仮渡金の支払を請求しようとするときは、令

第１２条において準用する令第８条に規定する添付書類の省略ができ

る。 

６ この会は、第３項及び前項の場合に、特に必要があると認めるとき

は、共済金等の支払を請求した者に対し、この会の指定する医師の診断

書の提出を求めることができる。この場合において、必要な費用は、こ

の会の負担とする。 

７ この会は、被共済者が第３項の手続きを完了した日（以下この条にお

いて、「請求完了日」という。）からその日を含めて３０日以内に、この

会が共済金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、この会の事務

所又はこの会の指定する場所において共済金を支払うものとする。 

(１) 共済金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原

因、事故発生の状況、損害発生の有無及び被共済者に該当する事実 

が行う調査への協力を求めることがある。この場合には、この会が求め

た書類又は証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければならない。 

 

５ 被害者は、損害賠償額の支払又は仮渡金の支払を請求しようとすると

きは、令第１２条において準用する令第３条に規定する書類により請求

しなければならない。ただし、令第１２条において準用する令第８条に

規定する添付書類の省略ができる。 

 

 

 

 

 

 

 

６ この会は、第３項及び前項の場合に、特に必要があると認めるとき

は、共済金等の支払を請求した者に対し、この会の指定する医師の診断

書の提出を求めることができる。この場合において、必要な費用は、こ

の会の負担とする。 

７ この会は、被共済者が第３項の手続きを完了した日（以下この条にお

いて、「請求完了日」という。）からその日を含めて３０日以内に、この

会が共済金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、この会の事務

所又はこの会の指定する場所において共済金を支払うものとする。 

(１) 共済金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原

因、事故発生の状況、損害発生の有無及び被共済者に該当する事実 
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改      正      後 改      正      前 

(２) 共済金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、共済金

が支払われない事由としてこの共済契約において定める事由に該当する

事実の有無 

(３) 共済金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額、事故と

損害との関係、治療の経過及び内容 

(４) 共済契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この事業規約にお

いて定める解除、無効、失効又は取消しの事由に該当する事実の有無 

(５) 前各号のほか、損害について被共済者が有する損害賠償請求権その他

の債権及びすでに取得したものの有無及び内容等、この会が支払うべき

共済金の額を確定するために確認が必要な事項 

８ 前項の確認をするために、次に掲げる特別な照会又は調査が不可欠な

場合には、同項の規定にかかわらず、この会は、請求完了日からその日

を含めて次の各号に掲げる日数（複数に該当するときは、そのうち最長

の日数）を経過する日までに、共済金を支払う。この場合において、こ

の会は、確認が必要な事項及びその確認を終えるべき時期を被共済者に

対して通知するものとする。 

(１) 前項第１号から第４号までの事項を確認するための、警察、検察、消

防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会（弁護士法に基づく照

会その他法令に基づく照会を含む。）１８０日 

(２) 前項第１号から第４号までの事項を確認するための、医療機関、検査

機関その他専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 ９０日 

(３) 前項第３号の事項のうち、後遺障害の内容及びその程度を確認するた

めの、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査

等の照会 １２０日 

(２) 共済金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、共済金

が支払われない事由としてこの共済契約において定める事由に該当する

事実の有無 

(３) 共済金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額、事故と

損害との関係、治療の経過及び内容 

(４) 共済契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この事業規約にお

いて定める解除、無効、失効又は取消しの事由に該当する事実の有無 

(５) 前各号のほか、損害について被共済者が有する損害賠償請求権その他

の債権及びすでに取得したものの有無及び内容等、この会が支払うべき

共済金の額を確定するために確認が必要な事項 

８ 前項の確認をするために、次に掲げる特別な照会又は調査が不可欠な

場合には、同項の規定にかかわらず、この会は、請求完了日からその日

を含めて次の各号に掲げる日数（複数に該当するときは、そのうち最長

の日数）を経過する日までに、共済金を支払う。この場合において、こ

の会は、確認が必要な事項及びその確認を終えるべき時期を被共済者に

対して通知するものとする。 

(１) 前項第１号から第４号までの事項を確認するための、警察、検察、消

防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会（弁護士法に基づく照

会その他法令に基づく照会を含む。）１８０日 

(２) 前項第１号から第４号までの事項を確認するための、医療機関、検査

機関その他専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 ９０日 

(３) 前項第３号の事項のうち、後遺障害の内容及びその程度を確認するた

めの、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査

等の照会 １２０日 
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改      正      後 改      正      前 

(４) 災害救助法が適用された災害の被災地域における前項各号の事項の確

認のための調査 ６０日 

(５) 前項各号の事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段が

ない場合の日本国外における調査 １８０日 

９ 前２項に掲げる必要な事項の確認に際し、共済契約者又は被共済者が

正当な理由なく当該確認を妨げ、又はこれに応じなかった場合（必要な

協力を行わなかった場合を含む。）には、これにより確認が遅延した期間

については、第７項又は前項の期間に算入しないものとする。 

１０ 損害賠償額又は仮渡金は、それぞれ、第５項の書類がこの会に到達

した後遅滞なく、この会の事務所又はこの会の指定する場所において支

払うものとする。ただし、その損害賠償額の支払においては法第２３条

の３第１項において準用する法第１６条の９の規定に従うものとする。 

１１ この会は、損害賠償額の支払をしようとするときは、あらかじめ被

共済者の意見を求めるものとし、損害賠償額の支払をしたときは、遅滞

なく、その旨を被共済者に通知するものとする。 

１２ この会は、仮渡金の支払をしたときは、遅滞なく、その旨を被共済

者に通知するものとする。 

１３ この会は、被共済者が第３項の規定による手続を３年間怠り、又は

被害者が第５項の規定による手続を３年間怠ったときは、共済金又は損

害賠償額若しくは仮渡金を支払わないことができる。 

 

－ 省 略 － 

 

 

(４) 災害救助法が適用された災害の被災地域における前項各号の事項の確

認のための調査 ６０日 

(５) 前項各号の事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段が

ない場合の日本国外における調査 １８０日 

９ 前２項に掲げる必要な事項の確認に際し、共済契約者又は被共済者が

正当な理由なく当該確認を妨げ、又はこれに応じなかった場合（必要な

協力を行わなかった場合を含む。）には、これにより確認が遅延した期間

については、第７項又は前項の期間に算入しないものとする。 

１０ 損害賠償額又は仮渡金は、それぞれ、第５項の書類がこの会に到達

した後遅滞なく、この会の事務所又はこの会の指定する場所において支

払うものとする。ただし、その損害賠償額の支払においては法第２３条

の３第１項において準用する法第１６条の９の規定に従うものとする。 

１１ この会は、損害賠償額の支払をしようとするときは、あらかじめ被

共済者の意見を求めるものとし、損害賠償額の支払をしたときは、遅滞

なく、その旨を被共済者に通知するものとする。 

１２ この会は、仮渡金の支払をしたときは、遅滞なく、その旨を被共済

者に通知するものとする。 

１３ この会は、被共済者が第３項の規定による手続を３年間怠り、又は

被害者が第５項の規定による手続を３年間怠ったときは、共済金又は損

害賠償額若しくは仮渡金を支払わないことができる。 

 

－ 省 略 － 
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改      正      後 改      正      前 

（指定紛争処理機関の調停） 

第２１条 この会が支払うべき共済金又は損害賠償額の決定について、こ

の会と被共済者又は被害者との間で争いが生じた場合は、その当事者の

いずれも、法第２３条の５に規定する指定紛争処理機関に紛争処理を申

請することができるものとする。 

 

－ 省 略 － 

 

（共済契約者による解除） 

第２９条 共済契約者は、次条に規定する場合の外、次の各号のいずれか

１に該当する場合に限り、この会に対する書面またはこの会の指定する

電磁的方法による通知をもって将来に向かって、共済契約を解除するこ

とができる。 

(１) 登録自動車について、道路運送車両法第１５条、第１５条の２又は第

１６条の規定により、それぞれ永久抹消登録、輸出抹消仮登録又は一時

抹消登録を受けた場合 

(２) 軽自動車又は二輪の小型自動車について、使用を廃止し、車両番号標

を運輸監理部長、地方運輸局運輸支局長（以下「運輸支局長」という。）

又は軽自動車検査協会に提出した場合 

(３) 小型特殊自動車又は原動機付自転車について、使用を廃止し、標識を

特別区又は市町村の長に提出した場合 

(４) 関税法第６７条の輸出の許可を受けた場合 

(５) 道路運送車両法第３４条第１項（同法第７３条第２項において準用す

る場合を含む。）の臨時運行の許可を受けて運行の用に供する自動車につ

（指定紛争処理機関の調停） 

第２１条 この会が支払うべき共済金又は損害賠償額の額の決定につい

て、この会と被共済者又は被害者との間で争いが生じた場合は、その当

事者のいずれも、法第２３条の５に規定する指定紛争処理機関に紛争処

理を申請することができるものとする。 

 

－ 省 略 － 

 

（共済契約者による解除） 

第２９条 共済契約者は、次条に規定する場合の外、次の各号のいずれか

１に該当する場合に限り、この会に対する書面による通知をもって将来

に向かって、共済契約を解除することができる。 

 

(１) 登録自動車について、道路運送車両法第１５条、第１５条の２又は第

１６条の規定により、それぞれ永久抹消登録、輸出抹消仮登録又は一時

抹消登録を受けた場合 

(２) 軽自動車又は二輪の小型自動車について、使用を廃止し、車両番号標

を運輸監理部長、地方運輸局運輸支局長（以下「運輸支局長」という。）

又は軽自動車検査協会に提出した場合 

(３) 小型特殊自動車又は原動機付自転車について、使用を廃止し、標識を

特別区又は市町村の長に提出した場合 

(４) 関税法第６７条の輸出の許可を受けた場合 

(５) 道路運送車両法第３４条第１項（同法第７３条第２項において準用す

る場合を含む。）の臨時運行の許可を受けて運行の用に供する自動車につ
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改      正      後 改      正      前 

いて、臨時運行許可番号標を当該行政庁に返納した場合 

(６) 道路運送車両法第３６条の２第１項（同法第７３条第２項において準

用する場合を含む。）の許可を受けて運行の用に供する自動車について、

回送運行許可番号標を運輸監理部長又は運輸支局長に返納した場合 

(７) 道路運送車両法施行規則（昭和２６年運輸省令第７４号）第６３条の

２第３項ただし書の規定により臨時運転番号標の貸与を受けて運行の用

に供する検査対象外軽自動車について、臨時運転番号標を運輸監理部長

又は運輸支局長に返還した場合 

 

（この会又は共済契約者による解除） 

第３０条 この会又は共済契約者は、次の各号に掲げる場合には、この会

は共済契約者に対する書面による通知をもって、共済契約者はこの会に

対する書面またはこの会の指定する電磁的方法による通知をもってそれ

ぞれ将来に向かって、共済契約を解除することができる。 

(１) 被共済自動車が法第１０条に規定する自動車となった場合 

(２) 被共済自動車について他に共済契約又は保険契約が締結されており、

かつ、その契約の共済期間又は保険期間の終期が当該共済契約の共済期

間の終期と同一であるかその終期よりも遅いものである場合 

 

（告知義務） 

第３１条 共済契約者又は被共済者になる者は、共済契約締結の際、この

会が告知を求めた法第２３条の３第１項において準用する法第２０条に

規定する事項（以下この条において「告知事項」という。）について、こ

の会に事実を正確に告げなければならない。 

いて、臨時運行許可番号標を当該行政庁に返納した場合 

(６) 道路運送車両法第３６条の２第１項（同法第７３条第２項において準

用する場合を含む。）の許可を受けて運行の用に供する自動車について、

回送運行許可番号標を運輸監理部長又は運輸支局長に返納した場合 

(７) 道路運送車両法施行規則（昭和２６年運輸省令第７４号）第６３条の

２第３項ただし書の規定により臨時運転番号標の貸与を受けて運行の用

に供する検査対象外軽自動車について、臨時運転番号標を運輸監理部長

又は運輸支局長に返還した場合 

 

（この会又は共済契約者による解除） 

第３０条 この会又は共済契約者は、次の各号に掲げる場合には、この会

は共済契約者に対する書面による通知をもって、共済契約者はこの会に

対する書面による通知をもってそれぞれ将来に向かって、共済契約を解

除することができる。 

(１) 被共済自動車が法第１０条に規定する自動車となった場合 

(２) 被共済自動車について他に共済契約又は保険契約が締結されており、

かつ、その契約の共済期間又は保険期間の終期が当該共済契約の共済期

間の終期と同一であるかその終期よりも遅いものである場合 

 

（告知義務） 

第３１条 共済契約者又は被共済者になる者は、共済契約締結の際、この

会が告知を求めた法第２３条の３第１項において準用する法第２０条に

規定する事項（以下この条において「告知事項」という。）について、こ

の会に事実を正確に告げなければならない。 
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改      正      後 改      正      前 

２ この会は、共済契約締結の際、共済契約者又は被共済者が故意又は重

大な過失によって告知事項について事実を告げず又は不実のことを告げ

たときは、共済契約者に対する書面による通知をもって、共済契約を解

除することができる。ただし、この会がその事実を知り又は過失によっ

てこれを知らなかったときは、この限りではない。 

３ 前項本文の規定は、共済契約者又は被共済者が書面またはこの会の指

定する電磁的方法をもってその訂正を申し出てこの会がこれを承認した

後、又はこの会が解除の原因があることを知った時から１か月を経過し

た場合もしくは共済契約締結の時から５年を経過した場合は、これを適

用しない。 

４ 第２項の解除は、共済契約者が解除の通知を受けた日から起算して７

日の後に、将来に向かってその効力を生ずるものとする。 

５ この会は、前項の規定により解除の効力が生ずる日前に生じた事故に

より共済金又は損害賠償額を支払ったときは、共済契約者に対してその

支払った金額の支払を請求することができる。 

６ この会は、第１項の規定により告げられ内容が事実と異なる場合にお

いて、共済掛金を訂正する必要があるときは、共済掛金の差額を返還

し、又は請求する。 

 

（共済証明書等の返納） 

第３２条 共済契約者は、共済契約が解除されたときは、共済証明書及び

共済標章をこの会に返納または破棄しなければならない。 

 

－ 省 略 － 

２ この会は、共済契約締結の際、共済契約者又は被共済者が故意又は重

大な過失によって告知事項について事実を告げず又は不実のことを告げ

たときは、共済契約者に対する書面による通知をもって、共済契約を解

除することがでる。ただし、この会がその事実を知り又は過失によって

これを知らなかったときは、この限りではない。 

３ 前項本文の規定は、共済契約者又は被共済者が書面をもってその訂正

を申し出てこの会がこれを承認した後、又はこの会が解除の原因がある

ことを知った時から１か月を経過した場合もしくは共済契約締結の時か

ら５年を経過した場合は、これを適用しない。 

 

４ 第２項の解除は、共済契約者が解除の通知を受けた日から起算して７

日の後に、将来に向かってその効力を生ずるものとする。 

５ この会は、前項の規定により解除の効力が生ずる日前に生じた事故に

より共済金又は損害賠償額を支払ったときは、共済契約者に対してその

支払った金額の支払を請求することができる。 

６ この会は、第１項の規定により告げられ内容が事実と異なる場合にお

いて、共済掛金を訂正する必要があるときは、共済掛金の差額を返還

し、又は請求する。 

  

（共済証明書等の返納） 

第３２条 共済契約者は、共済契約が解除されたときは、共済証明書及び

共済標章をこの会に返納しなければならない。 

 

－ 省 略 － 
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次のとおり、全国労働者共済生活協同組合連合会自動車損害賠償責任共済事業規約 別紙 自動車損害賠償責任共済約款を一部変更する。 

自動車損害賠償責任共済約款変更条文新旧対照表 

（下線部分は変更部分） 

改      正      後 改      正      前 

（告知義務） 

第５条 共済契約者または被共済者になる者は、共済契約締結の際、この会

が告知を求めた法第２３条の３第１項において準用する法第２０条に規定

する事項（以下この条において「告知事項」といいます。）について、こ

の会に事実を正確に告げなければなりません。 

２ この会は、共済契約締結の際、共済契約者または被共済者が故意または

重大な過失によって告知事項について事実を告げずまたは不実のことを告

げたときは、共済契約者に対する書面による通知をもって、共済契約を解

除することができます。ただし、この会がその事実を知りまたは過失によ

ってこれを知らなかったときは、この限りではありません。 

３ 前項本文の規定は、共済契約者または被共済者が書面またはこの会の指

定する電磁的方法をもってその訂正を申し出てこの会がこれを承認した

後、またはこの会が解除の原因があることを知った時から１か月を経過し

た場合もしくは共済契約締結の時から５年を経過した場合は、これを適用

しません。 

４ 第２項の解除は、共済契約者が解除の通知を受けた日から起算して７日

の後に、将来に向かってその効力を生じます。 

５ この会は、前項の規定により解除の効力が生ずる日前に生じた事故によ

り共済金または損害賠償額を支払ったときは、共済契約者に対してその支

払った金額の支払を請求することができます。 

（告知義務） 

第５条 共済契約者または被共済者になる者は、共済契約締結の際、この会

が告知を求めた法第２３条の３第１項において準用する法第２０条に規定

する事項（以下この条において「告知事項」といいます。）について、こ

の会に事実を正確に告げなければなりません。 

２ この会は、共済契約締結の際、共済契約者または被共済者が故意または

重大な過失によって告知事項について事実を告げずまたは不実のことを告

げたときは、共済契約者に対する書面による通知をもって、共済契約を解

除することができます。ただし、この会がその事実を知りまたは過失によ

ってこれを知らなかったときは、この限りではありません。 

３ 前項本文の規定は、共済契約者または被共済者が書面をもってその訂正

を申し出てこの会がこれを承認した後、またはこの会が解除の原因がある

ことを知った時から１か月を経過した場合もしくは共済契約締結の時から

５年を経過した場合は、これを適用しません。 

 

４ 第２項の解除は、共済契約者が解除の通知を受けた日から起算して７日

の後に、将来に向かってその効力を生じます。 

５ この会は、前項の規定により解除の効力が生ずる日前に生じた事故によ

り共済金または損害賠償額を支払ったときは、共済契約者に対してその支

払った金額の支払を請求することができます。 
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改      正      後 改      正      前 

６ この会は、第１項の規定により告げられ内容が事実と異なる場合におい

て、共済掛金を訂正する必要があるときは、共済掛金の差額を返還し、ま

たは請求します。 

 

（事故の発生） 

第７条 事故が発生したことを知った場合は、共済契約者または被共済者

は、次のことを履行しなければなりません。 

(１) 次の事項を遅滞なく、この会に通知すること。 

イ 事故発生の日時、場所、その状況、被害者の住所、氏名、年齢および

職業 

ロ 被共済自動車が、道路運送車両法第４１条に規定する自動運行装置

（以下「自動運行装置」といいます。）を備えているときは、当該装置

の作動状況 

ハ イに掲げる事項について証人となる者があるときはその者の住所およ

び氏名 

ニ 損害賠償の請求を受けたときはその内容 

(２) 前号の事項のほか、この会が特に必要とする書類または証拠となるも

のの提出を求めた場合には、遅滞なく、これを提出すること。 

(３) 他人に損害賠償の請求をすることができる場合には、その権利の保全

または行使に必要な手続をすることその他損害の発生および拡大の防止に

努めること。 

(４) 損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、

遅滞なく、書面またはこの会の指定する電磁的方法によりこの会に通知す

ること。 

６ この会は、第１項の規定により告げられ内容が事実と異なる場合におい

て、共済掛金を訂正する必要があるときは、共済掛金の差額を返還し、ま

たは請求します。 

 

（事故の発生） 

第７条 事故が発生したことを知った場合は、共済契約者または被共済者

は、次のことを履行しなければなりません。 

(１) 次の事項を遅滞なく、書面でこの会に通知すること。 

イ 事故発生の日時、場所、その状況、被害者の住所、氏名、年齢および

職業 

ロ 被共済自動車が、道路運送車両法第４１条に規定する自動運行装置

（以下「自動運行装置」といいます。）を備えているときは、当該装置

の作動状況 

ハ イに掲げる事項について証人となる者があるときはその者の住所およ

び氏名 

ニ 損害賠償の請求を受けたときはその内容 

(２) 前号の書類のほか、この会が特に必要とする書類または証拠となるも

のの提出を求めた場合には、遅滞なく、これを提出すること。 

(３) 他人に損害賠償の請求をすることができる場合には、その権利の保全

または行使に必要な手続をすることその他損害の発生および拡大の防止に

努めること。 

(４) 損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、

遅滞なく、書面によりこの会に通知すること。 
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改      正      後 改      正      前 

２ この会は、前項第３号のために必要または有益であった費用は、第３条

（損害の範囲および責任の限度）第１項に規定する損害の額と合算し、共済

金額を限度として共済金を支払います。ただし、損害賠償額の支払がある場

合には、共済金と損害賠償額の合計額について、共済金額を限度とします。 

 

（解除） 

第１０条 

共済契約者は、被共済自動車が次の各号のいずれかに該当する場合に限

り、この会に対する書面またはこの会の指定する電磁的方法による通知を

もって共済契約を解除することができます。 

(１) 登録自動車について、道路運送車両法第１５条、第１５条の２または

第１６条の規定により、それぞれ永久抹消登録、輸出抹消仮登録または一

時抹消登録を受けた場合 

(２) 軽自動車または二輪の小型自動車について、使用を廃止し、車両番号

標を運輸監理部長、運輸支局長または軽自動車検査協会に提出した場合 

(３) 小型特殊自動車または原動機付自転車について、使用を廃止し、標識

を特別区または市町村の長に提出した場合 

(４) 臨時運行の許可を受けた自動車について、臨時運行許可番号標を当該

行政庁に返納した場合 

(５) 回送運行の許可を受けた自動車について、回送運行許可番号標を運輸

監理部長または運輸支局長に返納した場合 

(６) 臨時運転番号標の貸与を受けた軽自動車について、その番号標を運輸

監理部長または運輸支局長に返還した場合 

(７) 関税法第６７条の輸出の許可を受けた場合 

２ この会は、前項第３号のために必要または有益であった費用は、第３条

（損害の範囲および責任の限度）第１項に規定する損害の額と合算し、共済

金額を限度として共済金を支払います。ただし、損害賠償額の支払がある場

合には、共済金と損害賠償額の合計額について、共済金額を限度とします 

 

（解除） 

第１０条 

共済契約者は、被共済自動車が次の各号のいずれかに該当する場合に限

り、この会に対する書面による通知をもって共済契約を解除することがで

きます。 

(１) 登録自動車について、道路運送車両法第１５条、第１５条の２または

第１６条の規定により、それぞれ永久抹消登録、輸出抹消仮登録または一

時抹消登録を受けた場合 

(２) 軽自動車または二輪の小型自動車について、使用を廃止し、車両番号

標を運輸監理部長、運輸支局長または軽自動車検査協会に提出した場合 

(３) 小型特殊自動車または原動機付自転車について、使用を廃止し、標識

を特別区または市町村の長に提出した場合 

(４) 臨時運行の許可を受けた自動車について、臨時運行許可番号標を当該

行政庁に返納した場合 

(５) 回送運行の許可を受けた自動車について、回送運行許可番号標を運輸

監理部長または運輸支局長に返納した場合 

(６) 臨時運転番号標の貸与を受けた軽自動車について、その番号標を運輸

監理部長または運輸支局長に返還した場合 

(７) 関税法第６７条の輸出の許可を受けた場合 
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改      正      後 改      正      前 

２ 次の各号のいずれかに該当する場合には、この会は共済契約者に対する

書面による通知をもって、共済契約者はこの会に対する書面またはこの会

の指定する電磁的方法による通知をもって、それぞれ共済契約を解除する

ことができます。 

(１) 第６条（通知義務）第１項第２号に規定する事実が生じた場合 

(２) 被共済自動車について他に責任共済の契約または責任保険（法第５条

に規定する責任保険をいいます。以下同様とします。）の契約が締結され

ており、かつ、その契約の共済期間または保険期間の終期がこの共済契約

の共済期間の終期と同一であるかその終期より遅いものである場合 

３ 前各項の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。 

４ 共済契約者は、第１項および第２項による解除または第５条（告知義

務）第２項による解除の場合は、被共済自動車が共済標章の交付を受けて

いる自動車であるときは証明書および共済標章を、その他の自動車である

ときは証明書をこの会へ返納または破棄しなければなりません。 

 

（指定紛争処理機関） 

第１９条 この会が支払うべき共済金または損害賠償額の決定について、こ

の会と被共済者または被害者との間で争いが生じた場合は、その当事者の

いずれも、法第２３条の５に規定する指定紛争処理機関に紛争処理を申請

することができるものとします。 

２ この会は、前項の指定紛争処理機関による紛争処理が行われた場合、そ

の調停を遵守します。ただし、裁判所において、判決、和解または調停等

による解決が行われた場合には、この限りではありません。 

 

２ 次の各号のいずれかに該当する場合には、この会は共済契約者に対する

書面による通知をもって、共済契約者はこの会に対する書面による通知を

もって、それぞれ共済契約を解除することができます。 

 

(１) 第６条（通知義務）第１項第２号に規定する事実が生じた場合 

(２) 被共済自動車について他に責任共済の契約または責任保険（法第５条

に規定する責任保険をいいます。以下同様とします。）の契約が締結され

ており、かつ、その契約の共済期間または保険期間の終期がこの共済契約

の共済期間の終期と同一であるかその終期より遅いものである場合 

３ 前各項の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。 

４ 共済契約者は、第１項および第２項による解除または第５条（告知義

務）第２項による解除の場合は、被共済自動車が共済標章の交付を受けて

いる自動車であるときは証明書および共済標章を、その他の自動車である

ときは証明書をこの会へ返納しなければなりません。 

 

（指定紛争処理機関） 

第１９条 この会が支払うべき共済金または損害賠償額の額の決定につい

て、この会と被共済者または被害者との間で争いが生じた場合は、その当

事者のいずれも、法第２３条の５に規定する指定紛争処理機関に紛争処理

を申請することができるものとします。 

２ この会は、前項の指定紛争処理機関による紛争処理が行われた場合、そ

の調停を遵守します。ただし、裁判所において、判決、和解または調停等

による解決が行われた場合には、この限りではありません。 
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改      正      後 改      正      前 

（証明書等の再交付） 

第２２条 この会は、証明書または共済標章を次の各号のいずれかに該当す

る場合に、共済契約者に再交付します。ただし、共済標章の再交付を受け

る場合には、共済契約者は証明書を提示しなければなりません。 

 

(１) 損傷もしくは識別困難となった証明書もしくは共済標章の提出または

その証拠の提出があった場合 

(２) 盗難、焼失、滅失等により証明書または共済標章を提出することがで

きないときは、その証拠の提出があった場合 

 

（証明書等の再交付） 

第２２条 この会は、証明書または共済標章を次の各号のいずれかに該当す

る場合に、共済契約者に再交付します。ただし、共済標章の再交付を受け

る場合には、共済契約者は証明書を提示しなければなりません。 

 

(１) 損傷または識別困難となった証明書または共済標章の提出があった場

合 

(２) 盗難、焼失、滅失等により証明書または共済標章を提出することがで

きないときは、これを証する書類の提出があった場合 

 
 
 

 


